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■具体的には次のような仕事をしています。■具体的には次のような仕事をしています。

保険金の種類 補　　償　　内　　容
加入プラン・補償金額

Ａプラン Ｂプラン Ｃプラン

傷　

害　

補　

償　
（
注
１
）

死 亡 保 険 金
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日から
その日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金額の
全額をお支払いします。（注２）

1,418万円 2,553万円 4,098万円

後 遺 障 害
保 険 金

偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日から
その日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に
重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害
保険金額の３～100％をお支払いします。（注２）

1,418万円
（限度額）

2,553万円
（限度額）

4,098万円
（限度額）

入院保険金日額
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院した場合、
事故の日からその日を含めて1,000日以内の入院日数に対し、１
日につき入院保険金日額をお支払いします。

7,000円 11,000円 14,000円

手 術 保 険 金
偶然な事故によってケガをされ、その入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて1,000日以内にそのケガの治療のため
に所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率（10倍・20倍または40倍）を乗じた額をお支払いします。
ただし、１事故につき１回の手術に限ります。

通院保険金日額

偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を
受けた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日ま
での通院日数（往診日数を含みます）に対し、90日を限度として
１日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の
日からその日を含めて1,000日以内の通院が対象となります。

4,500円 7,000円 9,000円

賠
償
補
償

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

第三者の身体または財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を
負ったとき保険金をお支払いします。また、訴訟費用、裁判上の
調停・和解または仲裁に要した費用などもお支払いします。（注３）
免責金額はありません。

５億円
（限度額）

５億円
（限度額）

５億円
（限度額）

年間保険料  （掛金）
基本タイプ Ａ 260円 Ｂ 420円 Ｃ 590円

天災タイプ
（基本タイプ＋地震・噴火・津波）

天災Ａ 460円 天災Ｂ 770円 天災Ｃ 1,130円

（注１） 傷害事故の保険金は、健康保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
（注２） 死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。
（注３） 人格権の侵害により、法律上の賠償責任を負った場合も保険金をお支払いします。 

補償金額・保険料（掛金）


